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第５章 振興プラン推進体制について 

 

  福生市では着実に福生市商店街振興プランを実行・推進していくことにより、福生市の商

業・商店街活性化を図っていきます。 

 そこで振興プランを推進していく体制については、福生市商工会に設置してある「商栄会

等連絡協議会」を母体として、この協議会に市やその他関係者も加わり、定期的に開催し、

振興プランそれぞれの事業内容を検討・推進していきます。個々の具体的事業メニューにつ

いては、より行動力・実行力を伴うメンバーも含めた形で構成される実行委員会を設置し、

必要に応じて地域住民もメンバーとして参加する形式で推進します。 

 


